
GITEX AI EUROPE 2026 Berlin 出展プログラム

募集要領

令和8年 4月24日

主催：東京都スタートアップ戦略推進本部プロモーション推進部プロモーション推進課

事務局：デロイト トーマツベンチャーサポート株式会社
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応募方法1. 「GITEX AI EUROPE 2026 Berlin 出展プログラム」概要

ドイツ・ベルリンで開催される、2万人以上の来場者と500名以上の投資家が集結するスタートアップイベント
「GITEX AI EUROPE 2026 Berlin」への出展SUを募集します。東京からドイツを中心とした欧州市場への事業展

開をお考えの方は、是非ご応募ください

KAOUN International

2026年6月30日(火)～7月1日(水)

主催

開催日時

会場 MESSE BERLIN

GITEX AI EUROPE 2026 Berlin名称

展示会概要

開催規模

(2025年実績)

• 参加者数 ：約2.1万人

• 出展数 ：1,446社

• 投資家参加者数：533名

• 登壇者数：754名

• 出展国数 ：125か国

• 「AI EVERYTHING GERMANY」との共催で実施され、

AIを中心に据えた構成となる

• 欧州ディープテック領域の各種キープレイヤーが集結

• 対象事業領域は、AI、サイバーセキュリティ、量子／

ディープテック等

特徴

グローバルカンファレンスにおける出展・ネットワーキング
等を通じて、ドイツを中心とした欧州市場への事業展
開を目指す東京のスタートアップを支援し、将来のユニ
コーン創出に貢献する

開催目的

プログラム概要

出展社数 3社（書類審査を実施）

ステージ シード～シリーズA・B
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応募方法2. 参加スタートアップへのサポート

グローバルネットワークの獲得に向けて、展示会への出展サポートを行うとともに、会期中のネットワーキング機会をご

提供いたします

海外渡航費・宿泊費の支援 *

ドイツ・ベルリン渡航における航空券、

現地宿泊費、保険料を

一部補助します

グローバル展示会

出展サポート

出展費用をサポート、

出展スペースを提供いたします

ネットワーキング機会

会期中のネットワーキング機会を活用

いただく他、展示会内セッションにて

ピッチ機会の提供可能性がございます

(変更可能性有り)

*海外渡航費・宿泊費・保険料負担の詳細
• 人数: 費用負担は1社につき1名を上限とする
• 旅費: 採択通知時点での羽田・成田空港から現地との往復に要するエコノミークラス航空運賃［①］の7割を支給する
• 旅費: 日本国外からの移動の場合、当該海外都市から当該展示会場までの航空券等費用または上記［①］のいずれか低額を上限とする
• 旅費:海外渡航期間終了後に海外他都市に移動する場合は、復路の航空運賃等について経費としてみなさない
• 宿泊費:国家公務員等の旅費支給規程（昭和25年大蔵省令第45号）により定められている宿泊費基準額における職務の級が
• 十級以下の者の金額の7割を1夜あたりの上限とする
• 宿泊費: 展示会の会期の前々日泊～最終日泊までを支給対象とする
• 旅費および宿泊費、海外旅行傷害保険の費用の7割補助として、現金振込により支給予定である
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応募方法3. 応募・審査スケジュール

応募期間及び採択結果通知日は以下の通りです

応募期間

審査期間

* 応募審査スケジュールは調整中であり、変更される可能性があります

5/11 5/18 5/25

5月11日(月) 12:00 JST 応募〆切

4月24日(金)~5月11日(月)

4/24 4/27 5/4

5月11日(月)~5月20日(水)

5月20日(水) ～

採択結果通知

4月 5月
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応募方法4. 応募資格

本事業への応募者は次に掲げるすべての事項を満たすスタートアップであることとします

1. 東京都内に登記上の本店又は支店があり、応募時点で設立10年未満の企業等であること

2. ドイツを中心とした欧州市場進出等に高い意欲、関心を有していること

3. 経営者等の役員や海外展開の責任者等、当該企業の意思決定に権限を有する者が現地プログラムに参加できること

4. 参加者が現地における英語コミュニケーションが可能であること

5. 東京都が指定する出展スペースに展示会会期である２日間出展できること

6. 出展期間中は原則として、出展ブースに１人は常駐できる体制を作ること（セッション登壇中を除く）

7. GITEX AI EUROPE 2026 Berlin の参加について、国や他自治体（東京都の他部署を含む）等からの委託や助成を受け

ていないこと

8. 都が実施するアンケート及び事後のフォローアップ調査に協力すること

9. 法令等若しくは公序良俗に反していない、又は反するおそれがないこと

10. 反社会的勢力又はそれに関わるものとの関与がないこと

11. 会社更生法（平成14年法律154号）に係る更生手続の申立や民事再生法（平成11年法律第225号）に係る再生

手続開始の申立がなされていないこと

12. 税金の滞納をしていないこと

13. 過去の業務その他の事情において、都が支援することがふさわしくないと判断する事実が存在しないこと
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応募方法5. 応募方法・審査基準

応募方法及び審査の基準は以下の通りです

応募方法

審査基準

下記、参加申込フォームよりご応募ください。

https://forms.cloud.microsoft/r/v8FbzxzzG0

応募者を以下の基準で審査し、採択企業を決定いたします。

1. 対象地域における市場性｜取り組む事業が対象地域において十分に市場がある／成長が見込めるか

2. サービス・プロダクトの競争優位性｜取り組むプロダクト・サービスや技術の独自性があり、競争環境において優位性が見出せ

るか

3. 海外展開実績及び実現性｜過去に海外展開実績がある等、対象地域で事業展開をする強い意欲や十分な体制が整っ

ているか

4. プログラム目的との整合性｜本帯同プログラムが対象としている分野・領域、ステージとの整合性があるか
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応募方法6. 留意事項

本事業に採択された方におかれましては、下記の点をご留意くださいますようお願い申し上げ
ます

1. 採択された方の情報（社名、事業内容等）は、Webサイト等に公開する可能性がございます。プロジェクト終了後に、プロ

ジェクトの成果も本プロジェクトWebサイト等で公開させていただく予定です

2. 採択された方は渡航前後、及び渡航から一定期間経た後に実施するアンケートやヒアリング調査に協力いただく予定です
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7. 参考

現時点では、今後のスタートアップイベント等へ出展及びＳＵの帯同は、以下を予定してい
ます

なお、今回採択されなかった場合等についても応募することが可能です

1. Try Everything（ソウル）９月頃

2. SCEWC（バルセロナ）  11月上旬頃

3. Slush（ヘルシンキ）11月中旬頃

4. その他、次の地域で東京都による現地イベントを実施する予定です（詳細は内容が決定次第お知らせいたします）

予定地域：台湾、マレーシア、ニューヨーク
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応募方法8. お問い合わせ

お問い合わせ先

令和８年度スタートアップ・エコシステムの戦略的な海外プロモーションに係る企画・運営事務局

デロイト トーマツベンチャーサポート株式会社

メールアドレス: tokyo.promotion@tohmatsu.co.jp 

mailto:tokyo.promotion@tohmatsu.co.jp
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